
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  事前届出給与どおりでない給与の支給            

Ｑ：当社では、役員に対する賞与を事前届

出しています。夏の賞与は届出どおりの支給

をしましたが、冬の賞与は業績が悪く届出ど

おり支給できないのではと思っています。こ

の場合、事前届出給与はどのように取り扱わ

れますか？ 

                                              

Ａ：冬の賞与だけでなく、夏の賞与も事前

届出給与に該当しないものとして取り扱われ

るものと思われます。 

【解説】 

お尋ねの内容と同様の裁判がありました。 

裁判所は、事前に届出た給与の額より実際

に支給された額が少ない場合には、所得金額

が多くなり、弊害が生じないようにもみえる

が、事前届出どおり支給されていないことに

ほかならず、要件を満たしていない。また、

このようなことが認められるとなると、届出

の額を高額にして枠取りをした上で支給額を

減額して損金の額を調整することも出来てし

まうことになるとしたうえで、役員給与が事

前に届出たとおりに支給されたかどうかは、

職務執行期間の全期間を一個の単位として判

断すべきで、一回でも事前届出どおりに支給

されなかったものがあるときは、役員給与の

支給は全体として事前届出どおりにされなか

ったこととなるとして、夏冬どちらの賞与も

事前届出給与に該当しないと判断しました。 
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